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業務方法書の取扱いの一部改正について 

 

１．業務方法書の取扱い（平成１６年５月６日通知）              （下線部分変更） 

新 旧 

（報告事項） 

第６条 業務方法書第２２条に規定する当社が定

める場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定

の報告書に当社が必要と認める書類を添付して

報告するものとする。 

 （１）～（１３）  （略） 

（１４） 金融商品取引業者にあっては、法第

４６条の３第２項の規定に基づく関係会社に

関する報告書を作成したとき、銀行等又は保険

会社にあっては、法第４８条の２第２項の規定

に基づく関係会社に関する報告書を作成した

とき、外国法人である金融商品取引業者にあっ

ては、法第４９条の３第２項の規定に基づく関

係会社に関する報告書を作成したとき。 

（１５） （略） 

（１６） （略） 

（１７）  （略） 

（１８） （略） 

２ 前項第１６号に掲げる場合の報告においては、

同項本文に定めるもののほか、同項第１６号にお

いて作成した書面（中間業務報告書又は中間決算

状況表を除く。）に添付される計算書類に係る会

計監査人の監査報告書（これに準ずるものとして

当社が適当と認めるものを含む。）を添付するも

のとする。 

 

別表 

 

受入予定証券残高及び担保指定証券残高に係る評

価額等に関する表（第１２条第２項関係） 

 

 

６．第 1項の規定にかかわらず、担保指定証券とし

て預託できる機構取扱有価証券のうち、DVP 参

（報告事項） 

第６条 業務方法書第２２条に規定する当社が定

める場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定

の報告書に当社が必要と認める書類を添付して

報告するものとする。 

 （１）～（１３）  （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（１４） （略） 

（１５） （略） 

（１６）  （略） 

（１７）  （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

別表 

 

受入予定証券残高及び担保指定証券残高に係る評

価額に関する表（第１２条第２項関係） 

 

 

（新設） 
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加者が発行する機構取扱有価証券（当該 DVP 参加

者の親会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５９号。

以下「財務諸表等規則」という。）第８条第３項

の規定により当該 DVP 参加者の親会社とされる

者をいう。以下この項において同じ。）、子会社（財

務諸表等規則第８条第３項の規定により当該

DVP 参加者の子会社とされる者をいう。以下この

項において同じ。）又はその親会社の子会社の発

行する機構取扱有価証券を含む。）については、

当該 DVP 参加者が担保指定証券として預託でき

る機構取扱有価証券から除外することができる。

 

７．第１項の規定にかかわらず、担保指定証券とし

て預託できる機構取扱有価証券について、DVP

参加者が株券等（株券、投資証券、優先出資証券、

信託受益証券及び上場投資信託受益権をいう。）

を担保指定証券として預託する場合において、銘

柄ごとの預託数量が当該銘柄の上場株式数（投資

証券にあっては上場投資口口数をいい、優先出資

証券にあっては上場優先出資口数をいい、信託受

益証券にあっては上場口数をいい、上場投資信託

受益権にあっては上場受益権口数をいう。）の

５％相当数量を超える場合について、当該 DVP

参加者に対する当該銘柄における５％相当数量

を超過する部分を除外することができる。 

 

８．前２項のほか、第 1項及び第 3項の規定にかか

わらず、当社が必要と認めた場合には、担保指定

証券として預託できる機構取扱有価証券又は国

債証券を限定することができる。この場合におい

て、当社は、あらかじめその旨を DVP参加者に

通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、当社

が必要と認めた場合は、担保指定証券として預

託できる機構取扱有価証券又は国債証券を限定

することができる。この場合、当社は、あらか

じめその旨を DVP 参加者に通知するものとす

る。 

 

 

２．附 則 

  この改正規定は、平成２０年６月１６日から施行する。 

以 上 


